
 

東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における公募要領案に関するご意見と本機関回答 

 

No. 条項 意見・質問等 本機関回答 
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Ⅶ.実施案の応募 

 1.実施案の応募 

 (5)実施案の修正協議 

・実施案の修正は、「(5)実施案の修正協議」により修正が可能とな

るが、この修正により有資格応募者間の実施案の優劣が逆転する可

能性がある。このため「(5)実施案の修正協議」における場合も、広

域系統整備委員会において採否を審議する旨に、表現の変更を要望

する。 

・送配電等業務指針（第 37条 2項、3項）についても、同様の理由

により修正を要望する。 

 

・ご意見を踏まえ、実施案の優劣が逆転するような大幅な修正協議

は、広域系統整備委員会にて議論した上で行うこととし、それ以外

の軽微な修正協議については、効率的かつ迅速に対応できるよう、

公募要領を以下のとおり修正します。 

・なお、送配電等業務指針の修正については、今回の公募要領案に

対する意見募集とは直接関係ないため、同指針の改定の際の意見募

集で改めてご意見を頂きたい。 

【修正】 

Ⅶ．実施案の応募（５）実施案の修正協議 

本機関は、実施案の評価において、経済性、系統の安定性、若しく

は事業実現性等を向上させ、又は、提出された実施案について適正

な比較評価を行うために必要であると認めた場合は、広域系統整備

委員会の議論を踏まえ、当該実施案の応募者との間で実施案の修正

に関する協議を行うことがある。但し、軽微な修正については、広

域系統整備委員会の議論を経ることなく、修正協議を行うことがあ

る。 
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Ⅷ.実施案の記載事項 

 2.実施案の記載事項 

(1)対策工事の概要 

(2)対策工事件名の概要 

＜添付書類＞① 

(3)対策工事の選定理由 

＜添付書類＞④ 

・以下の理由により、送電線経過図は、非開示とすべきと考える。 

○実施案の応募段階における概略ルート検討には、回避すべき地域

や行政等の意向が反映できないため。 

○調査開始前に概略ルートを開示した場合、広域系統整備計画決定

後の調査等によって実施案ルートの変更が必要な際に、ルート変更

の影響を受けた地権者との用地交渉の難航が懸念されるため（例え

ば、実施案ではＡ案が最適であったとしても、その後の調査や用地

交渉の結果Ｂ案で実現をはかった場合、Ｂ案の地権者や近隣住民か

ら最適案であるＡ案で実現すべきであり、Ｂ案は許容できないとの

反対にあうおそれがある）。 

・ルート案を記載した送電線経過図は、事業実現性等の観点から、

実施案及び事業実施主体の評価及び選定等に必要な場合を除き、非

開示といたします。 

 

（第○号議案 別紙１） 



No. 条項 意見・質問等 本機関回答 
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Ⅷ.実施案の記載事項 

2.実施案の記載事項 

(3)対策工事の選定理由 

・ルートを限定せず、実施案応募者が幅広な視点でルートを検討す

ることが、良い実施案につながると考えられる中、公募要領の中で

常磐道沿いルートの活用の検討が示されているところ。 

・広域機関として、この常磐道沿いの活用が工期短縮や工事費圧縮

につながりうるとの見解があるのであれば、それをお示し頂きた

い。  

・常磐道沿いのルートの活用が工期短縮や工事費削減につながり得

るとの見解は持っていません。 

しかし、実現可能と判断できるルート案であれば、幅広な視点でル

ートを検討し、工事費が安く、工期が短いルート案とすることが望

ましく、第５回広域系統整備委員会での議論を踏まえ、公募要領案

に記載したものです。 

・応募事業者に、実施案の検討段階において、常磐道沿いのルート

案も含めたルート案について、事業実現性に加え、工期短縮や工事

費削減の観点や対策工事後の維持・運用面等も考慮し、検討・評価

して頂くことが必要であると考えております。 
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Ⅷ.実施案の記載事項 

2.実施案の記載事項 

(3)対策工事の選定理由 

＜添付書類＞⑦ 

・「法令または政省令への適合性」は、詳細設計の確定前に説明す

ることは困難。対象となる法令等を列挙する程度が適当と考える。 

・送配電等業務指針に記載している評価項目であるため、実施案に

記載して頂く必要があると考えております。 

・ただし、詳細設計等を行っていない段階であることを踏まえ、実

施案には対象となる法令等を列挙して頂き、当該法令に適合して行

うことを示して頂く程度で足りると考えております。 

5 

Ⅷ.実施案の記載事項 

2.実施案の記載事項 

(7)事業実現性 

・工事の難易度を提示することは困難なため、文章内の『工事の難

易度』は削除するのが適当と考える。 

・送配電等業務指針に記載している評価項目であるため、実施案に

記載して頂く必要があると考えております。 

・ただし、詳細設計等を行っていない段階であるため、通常の場合

は、過去の経験等に照らして、工事の実施が可能であることを示し

て頂ければ足りると考えております。他方、特殊な工法が必要とな

る場合など、当該工法等を採用できることが実施案及び事業実施主

体の評価に資すると考えられる場合には、工事の難易度を具体的に

記載して頂くことを考えております。 
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Ⅷ.実施案の記載事項 

2.実施案の記載事項 

(9)他者設備への影響 

・以下の理由により、実施案の要件における「その他設備」につい

て，公募対象から除外を要望する。 

①既存設備の対策であるため、設備所有者以外の有資格応募者にて

工事の可否や工事費を検討することは困難。 

②「その他設備」における他者設備の対策工事については、施工面、

およびその後の運用・保守を考慮すると設備所有者が行うことが適

切。 

・上記除外が不可の場合、①の理由により、実現可能な実施案の策

定に向けた設備所有者との事前協議が必要と考える。よって、有資

格応募者は、他者設備の対策については他者設備を維持・運用する

電気事業者との事前協議を必須とする旨を記載するよう要望する。 

（事前協議を認めない場合、実施案の評価段階で確認と修正を行う

必要があるため、広域系統整備計画決定遅延の可能性が相当程度あ

ると考えられる。） 

・実施案等の公募開始時点では、有資格応募者から提出される実施

案において検討が必要となる「その他設備」を予め特定することは

できないため、公募対象から除外することはできないと考えており

ます。 

・ご意見を踏まえ、公募要領に以下を追記します。 

【修正】 

Ⅷ．実施案の記載事項 

2.実施案の記載事項（9）他者設備への影響 

実施案の内容に当該実施案の応募者以外の電気供給事業者が維持・

運用する既設の電力設備（以下、「他者設備」という。）の増強・

改造等を含む場合若しくはその可能性が認められる場合、又は、当

該実施案の内容が他者設備の維持・運用に影響を与える可能性が認

められる場合には、他者設備を維持・運用する電気供給事業者に確

認の上、次に掲げる事項を記載し、それを証する書類を添付する。 



No. 条項 意見・質問等 本機関回答 
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その他 

他社設備の工事・維持・

運用 

・既設設備の工事や運用のあり方が公募要領上不明確。既設設備関

連の工事については、その設備所有者が行うこととして、事業実施

主体からの依頼工事にて行うことを可能とする必要があると思量。 

・依頼工事の場合、当該既設設備の工事・維持・運営は当該設備所

有者のエリアの送配電事業者が行うことになり、必ずしも事業実施

主体が行うわけではないことから、その扱いについて明確にしてお

く必要があるのではないか。 

・ご意見を踏まえ、公募要領に以下を追記します。 

【追記】 

Ⅻ．他社設備の工事の実施及び維持・運用 

事業実施主体は、広域系統整備計画に他者設備の建設、維持及び運

用が含まれる場合には、本機関が認める場合に限り、他者設備を維

持・運用する電気供給事業者に工事の実施及び工事後の設備の維

持・運用を求めることができる。 
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Ⅸ.実施案及び事業実施

主体の評価方法 

3.他者設備への影響の

確認 

・以下の理由により、他者設備については、他者設備を維持・運用

する電気事業者が工事施工する旨の明記を要望する。 

①原文において、他者設備の工事が必要な場合の施工者は明確化さ

れていない。 

②工事後の運用・保守を考慮すると他者設備を維持・運用する電気

事業者が行うことが適切。 

・他社設備の建設、維持・運用については、事業実施主体又は他社

設備を維持・運用する電気供給事業者のいずれの事業者が実施する

かを現時点で限定することは適切でないと考えております。 

・このため、公募要領に以下を追記します。 

【追記】 

・Ｎｏ７と同じ 
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その他 

工期遅延・工事費増減の

取扱い 

・公募要領中では工期・工事費の短縮・圧縮が評価項目となってい

るが、実際に工事を進める中では、用地事情や作業員の確保、天候

などの要因で工期が遅延すること、工事費が増となることは十分生

じえるところ。特に、本案件は募集開始から実施案〆切まで期間が

短く、それらのリスクの想定も困難と考えられる。 

・これから、実際に生じた工期遅延・工事費増に対しては、事業実

施主体へのペナルティや応募電源への補償は行わないこと、また、

費用負担者には増分工事費についても支払う義務があることを、公

募要領に明記頂きたい。 

・ご意見を踏まえ、公募要領に以下を追記します。 

【追記】 

（ⅩⅢ．広域系統整備計画の変更） 

 本機関は、用地事情、需要動向の変化その他やむを得ない事由に

より、広域系統整備計画の見直しが必要と認める場合又は広域系統

整備計画の実現が困難であると認める場合は、広域系統整備計画の

変更を行う。 

 なお、この場合において、事業実施主体の責めに帰すべき事由が

ない限り、事業実施主体は、広域系統整備計画の変更に伴い費用負

担者が受けた損害を賠償する責めを負わず、工事費に変動が生じた

場合は、契約の当事者間で差額について精算する。 
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その他 

工期遅延・工事費増減の

取扱い 

・現在の公募要領案には、「工事実施段階に工事内容変更・工事費

増減が発生した場合の取り扱い」、及び「工事実施段階での工程延

長・遅延時の連系予定発電事業者の発電開始時期遅延に対する補償

の取扱い」に関する記載がなく、応募者が事業主体となることのリ

スクを把握できない(事業性を判断できない)虞があることから、以

下の旨を明記してはいかがでしょうか。 

（工事内容変更・工事費増減） 

・合理的理由や不可避的要因による工事内容変更・工事費増減につ

いては、費用負担の対象となる工事費への反映を認める。 

（工程延長・遅延） 

・合理的理由や不可避的要因による工程延長・遅延については、連

系予定発電事業者の発電開始時期遅延に対する補償を不要とする。 

・Ｎｏ．９と同じ 



No. 条項 意見・質問等 本機関回答 
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その他 

工期遅延・工事費増減の

取扱い 

・今回の公募要領に基づく実施案の提出においては、現地での用地

交渉や調査・測量を行っていない条件下での設計となることから、

実際の工事内容、工事費については変更の可能性があるため、公募

要領に以下のような内容を記載し、実施主体の責に因らない変更は

認めることとし、実施にあたってのリスクを低減してはどうか。 

・また、工期の遅延により補償問題が発生する可能性があることか

ら、実施主体に瑕疵のない要因等による工事遅延に関しては損害の

補償を求めないよう以下のような内容を記載し、実施にあたっての

リスクを低減してはどうか。  

○「合理的理由に基づく工事内容変更および工事費増減、ならびに、

事業実施主体に瑕疵のない不可避的な要因による工事内容変更お

よび工事費増減については、（広域系統整備委員会での審議等を経

て）費用負担の対象となる工事費への反映を認める」 

○「合理的理由に基づく工期延長、および、事業実施主体に瑕疵の

ない不可避的な要因による工事遅延に関しては、（広域系統整備委

員会での審議等を経て）連系予定発電事業者の発電開始時期遅延に

対する損害の補償を不要とする」 

・Ｎｏ．９と同じ 
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別紙 

実施案の要件 

・応募電源の取り下げ等による実施案の要件の変更（増強容量の変

更、その他設備の変更等）は、広域系統整備計画の決定前後、いず

れの段階においても発生し得る。 

・このため、公募要領においては、実施案の要件の変更があった場

合に有資格応募者は変更に応じ実施案の見直しに協力することを

規定してはどうか。 

・ご意見を踏まえ、このような場合における本機関と有資格応募事

業者間の責任も明確にした上で、公募要領に以下を追記します。 

【追記】 

ⅩⅥ．その他 

本機関は、本連系線の利用を拡大しようとする電気供給事業者の応

募の取下げ等に伴い、広域系統整備の基本要件（実施案の要件）の

変更、実施案の見直しの要請又は計画策定プロセス終了による公募

の取り止めを行った場合であっても、有資格応募者の受けた損害に

ついて賠償の責めを負わないものとする。 

なお、この場合において、実施案の見直しを要請された有資格応募

事業者は、実施案の見直しに協力するものとする。 

以 上 


